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愛知県新型コロナウイルス感染拡大予防対策指針の第７回変更について（通知） 

 

日頃は、本県の労働行政の推進につきまして、御理解・御協力いただき厚くお礼申し

上げます。 

さて、新型コロナウイルス感染症対策については、８月２４日付けで、「緊急事態宣

言」及び「栄・錦地区における営業時間短縮等の要請」を解除するとともに、８月２５

日付けで、国からイベント開催制限の９月末迄延長する旨の方針が示されたところで

す。 

これを踏まえ、下記事項を「感染拡大予防対策指針」に反映し、第７回変更を行いましたので

通知いたします。 

貴会関係者の皆様に御周知いただきますとともに、本県の取組の趣旨に沿った感染防

止対策に取り組まれますよう御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 

＜対策指針・第７回変更事項＞ 

① 「緊急事態宣言」「営業時間短縮要請」の解除、「県民・事業者の皆様へのメッセー

ジ」を冒頭追加記載 

② 上記「県民・事業者の皆様へのお願い」に関する事項を本文に追記 

③ 「イベント開催制限」を９月末迄延長 

④ 感染症専門病院の開設等、医療提供体制の強化策を追記 

⑤ 高齢者施設の感染対策始め各局取組事項を追記 

⑥ 上記に関する参考資料を追加・修正 

 

 


